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平成１５年 第１回沼田町議会定例会 会議録 （１日目） 

                      平成１５年 ３月 ７日（金） 

                      午前１０時０４分  開 会 

１．出席議員 

  議 長 ４番 吉 田 好 宏 議員    １番 久 保   寛 議員 

      ２番 野   道 夫 議員    ３番 室 田 俊 朗 議員 

      ５番 中 村   進 議員    ６番 山 田 英 次 議員 

      ７番 橋 場   守 議員    ８番 大 沼 恒 雄 議員 

      ９番 横 山 忠 男 議員   １０番 山 木 一 男 議員 

     １１番 谷 口 清 治 議員   １２番 吉 田 俊 一 議員 

     １３番 絵 内 勝 己 議員   １４番 杉 本 邦 雄 議員 

 

２．欠席議員  な し 

  

３．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

  町   長  西 田 篤 正  君  監査委員  岩 寺 一 之 君 

  教育委員会  高 松 慶 子  君  農業委員会 中 山   勝 君 

  委 員 長              会   長 

 

４．町長の委任を受けて出席した説明員 

 助   役   市 橋 忠 晴 君   収 入 役   藤 間   武  君 

 総務課長     平 木 昭 良 君   地域振興課長 松 田   剛  君 

 財政課長     辻 山 典 哉 君    農業振興課長 矢 野    潔  君 

 住民生活課長 辻   広 治 君  健康福祉課長 中 村 幸 雄  君 

 建設課長    野々宮   宏 君  和風園園長  半 田 昭 雄  君 

 旭寿園園長  野 原 耕 次 君   

 

５．教育委員会委員長の委任を受けて出席した説明員 

 教育長      篠 田 繁 彦 君    次  長  金 平 嘉 則 君 

 

６．農業委員会会長の委任を受けて出席した説明員 

  事務局長  （矢 野  潔） 君 

 

７．職務のため、会議に出席した者の職氏名 

  事務局長   金 子 幸 保 君  議事係長  浅 野 信 行  君 
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８．付議案件は次のとおり 

    

   （議件番号）      （件        名）      

           会議録署名議員の指名                       

           会期の決定                         

           議長諸般報告                        

          総務福祉常任委員会所管事務調査報告 

          産建民教常任委員会決算審査報告 

          産業振興特別委員会調査報告 

           町長の一般行政執行方針並びに教育長の教育行政執行方針 

          一般質問 

   議案第５号    沼田町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例について 

   議案第６号    沼田町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例につい 

         て 

   議案第７号    沼田町における身体障害者福祉法等の支援費制度の過料に関 

         する条例について 

   議案第８号    特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ 

         いて 

   議案第９号    沼田町選挙ポスター掲示場設置条例の一部を改正する条例に 

         ついて 

   議案第 10 号   沼田町手数料条例の一部を改正する条例について 

   議案第 11 号   沼田町企業立地促進基金条例の一部を改正する条例について 

   議案第 12 号   沼田町社会福祉基金条例の一部を改正する条例について  

   議案第 13 号   沼田町スコーレ基金条例の一部を改正する条例について 

   議案第 14 号   沼田町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

   議案第 15 号   沼田町介護保険条例の一部を改正する条例について  

   議案第 17号   沼田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改 

          正する条例について 

   議案第 18 号   北空知衛生施設組合規約の一部を変更する規約について 

   議案第 19 号   沼田町道路線の認定について 

   議案第 20 号   沼田町道路線の変更について 

   諮問第１号    人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

   議案第 21 号   平成 14 年度沼田町一般会計予算補正について 

   議案第 22 号   平成 14 年度沼田町養護老人ホーム特別会計予算補正について 
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   議案第 23 号   平成 14 年度沼田町特別養護老人ホーム特別会計予算補正につ 

         いて 

   議案第 24 号   平成 14 年度沼田町国民健康保険特別会計補正予算について 

   議案第 25 号   平成 14 年度沼田町介護保険特別会計補正予算について 

   議案第 26 号   平成 14 年度沼田町老人保健特別会計補正予算について  

   議案第 27 号   平成 14 年度沼田町公共下水道特別会計補正予算について 

   議案第 28 号   平成 14 年度沼田町水道事業会計補正予算について 

   議案第 29 号  平成 15 年度沼田町一般会計予算について 

   議案第 30 号  平成 15 年度沼田町養護老人ホーム特別会計予算について 

   議案第 31 号  平成 15 年度沼田町特別養護老人ホーム特別会計正予算につ 

          いて 

   議案第 32 号  平成 15 年度沼田町国民健康保険特別会計予算について 

   議案第 33 号   平成 15 年度沼田町介護保険特別会計予算について 

   議案第 34 号   平成 15 年度沼田町老人保健特別会計予算について 

   議案第 35 号   平成 15 年度沼田町公共下水道特別会計予算について 

   議案第 36 号   平成 15 年度沼田町水道事業会計予算について 

   発議第 １号  沼田町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

   請願第 １号  米政策改革大綱の具体化に関する請願について 

   請願第 ２号  ＷＴＯ農業交渉に関する請願について 

   意見案第 １号  米政策改革大綱の具体化に関する意見書（案）について 

   意見案第 ２号  ＷＴＯ農業交渉に関する意見書（案）について 

   意見案第 ３号  医療改悪の実施凍結に関する意見書（案）について 
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《開会前に、全国町村議会議長会表彰の伝達式を行う。久保寛議員３０年表彰、中

村進、山木一男議員１５年表彰》 

                        開 会   午前１０時０４分 

   

（開 会 宣 言） 

○議長（吉田好宏議長）これより本日をもって招集されました、平成１５年第１回

沼田町議会定例会を開会致します。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会

議を開きます。 

   

             （会議録署名議員の指名） 

○議長（吉田好宏議長）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名

議員は、会議規則第 120 条の規定により、８番大沼議員、９番横山議員を指名致し

ます。 

   

               （会期の決定） 

○議長（吉田好宏議長）日程第２、会期の決定を議題と致します。会期につきまし

ては、議会運営委員会で審議されておりますので、議会運営委員長から報告を願い

ます。野委員長。 

              （野委員長 登壇） 

○委員長（野委員長） 平成１５年第１回沼田町議会定例会の会期につきまして、

議会運営委員会の審議結果を報告申し上げます。 

 去る３月５日、午後１時３０分から全委員と正副議長出席のもと開催し、助役・

事務局より今定例会の提出議案等の概要について説明を受けるとともに、議長から

の諮問事項を受けたところであります。これによりますと、本定例会に提出される

案件として諸般報告１件、委員長報告３件、一般質問、町長４人８件、教育長２人

で２件の計１０件、平成１５年度予算８件、平成１４年度補正予算８件、一般議案

１７件、追加予定のもの 1 件。また、議長に提出されました請願書、陳情書、意見

書等、６件のうち、３件につきましては、採択すべきものとして取り扱うことで、

意見の一致を見たところであります。 

 以上、付議事件全般について審議しました結果、本定例会の会期としては本日７

日金曜日から１３日木曜日までの７日間とすることで意見の一致をみております。 

以上、申し上げ、議会運営委員会の報告と致します。 

○議長（吉田好宏議長） お諮り致します。本定例会の会期は委員長報告の通り、

本日から１３日までの７日間に致したいと思います。これにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 
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○議長（吉田好宏議長） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から１３日

までの７日間と決しました。 

   

              （議長の諸般報告） 

○議長（吉田好宏議長） 日程第３、議長の諸般報告については、前定例会以降の

議会の動静、例月出納検査結果報告書を提出しましたので、ご覧願います。 

   

（所管事務調査報告） 

○議長（吉田好宏議長） 日程第４、総務福祉常任委員会所管事務調査報告を議題

と致します。委員長の報告を求めます。山木委員長。 

（山木委員長 登壇） 

〇委員長（山木一男委員長）総務福祉常任委員会所管事務調査報告。本委員会は、

申し出た案件について調査を終了したので、その結果を次のとおり会議規則第７７

条の規定により報告する。 

〔以下、調査報告朗読〕 

○議長（吉田好宏議長） 委員長の報告が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。お諮り致します。

本件は委員長報告のとおり、受理することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとお

り受理することに決しました。 

 

○議長（吉田好宏議長） 日程第５、産建民教常任委員会所管事務調査報告を議題

と致します。委員長の報告を求めます。中村委員長。 

（中村委員長 登壇） 

〇委員長（中村進委員長）産建民教常任委員会所管事務調査報告。本委員会は、申

し出た案件について調査を終了したので、その結果を次のとおり会議規則第７７条

の規定により報告する。 

〔以下、調査報告朗読〕 

○議長（吉田好宏議長） 委員長の報告が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。お諮り致します。
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本件は委員長報告のとおり、受理することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとお

り受理することに決しました。 

 

○議長（吉田好宏議長） 日程第６、産業振興特別委員会調査報告を議題と致しま

す。委員長の報告を求めます。久保委員長。 

（久保委員長 登壇） 

〇委員長（久保 寛委員長）産業振興特別委員会の調査報告を致します。平成１３

年第２回沼田町議会定例会において、本委員会に付託された案件について調査を終

了致しましたので、その結果を会議規則第７７条の規定により報告を致します。 

〔以下、調査報告朗読〕 

○議長（吉田好宏議長）委員長の報告が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。７番。 

○７番（橋場 守議員）７番。平成１３年の７月９日から１１日まで、企業訪問・

要請をされているのですが、どういう企業に行って、感触とかそういう所について、

ちょっと報告頂きたい。 

○議長（吉田好宏議長）久保委員長。 

〇委員長（久保 寛委員長）ちょっと詳しく説明を致しませんでしたので、ちょっ

と分かりにくかったと存じます。２番目の調査日程の中で、企業訪問と書いてござ

いますが、実はこれは、主たる目的は、東海アルミ箔の本社並びにチェックポイン

トの本社に行くことでございました。予定通り本社を訪問し、松本社長以下、加藤

常務にお会いをしてきました。本町の現状を説明致しまして、何とか沼田町に留ま

ってほしいという陳情・要請をしてきた所でございます。以上でございます。 

○議長（吉田好宏議長）はい、他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。お諮り致します。

本件は委員長報告のとおり、受理することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとお

り受理することに決しました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第７、町長の一般行政執行方針並びに教育長の教育行

政執行方針を議題と致します。始めに町長。 

（西田篤正町長 登壇） 



 

7 

〇町長（西田篤正町長）平成１５年第１回定例会を召集申し上げましたところ、大

変ご多用の中、全議員のご出席を頂きました事を感謝と御礼を申し上げまして、改

選期でもありますので、平成１５年度の会計予算の提案についてご説明を申し上げ

たい思います。 

（以下、平成１５年度 各会計予算の提案説明を朗読） 

○議長（吉田好宏議長）次に、教育長。 

（篠田繁彦教育長 登壇） 

〇教育長（篠田繁彦教育長）平成１５年第１回沼田町議会定例会の開会に当たりま

して、教育委員会の所管行政に関する主要な方針について申し上げます。 

（以下、平成１５年度教育行政執行方針を朗読） 

〇議長（吉田好宏議長）以上で、行政執行方針を終わります。ここで、休憩を致し

ます。 

１１時２２分 休憩 

 

１３時０１分 再会 

（一 般 質 問） 

○議長（吉田好宏議長）再会致します。 

日程第８、一般質問を行います。始めに町長に対して、通告順に順次発言を許しま

す。１４番、杉本議員、沼田町第２次行財政改革審議会設置に係る１と２について

質問してください。 

〇１４番（杉本邦雄議員）１４番、杉本です。ここに書いてあるとおり、沼田町第

２次行財政改革審議会の設置の考えはあるか、ないかということであります。１番

目にはすでに、私どもの手元に平成９年の段階で、改革大綱という要旨を頂きまし

て、それに基づいて町は執行されてきた。そういう中で、資料を私だけ貰っている

ので、中々皆さん方には伝わりにくいと思いますが、先ほど貰いましたから全部積

算をさせて頂きました。そういう中で、１０年から全部計算をしていきまして、１

４年度まで。例えば、１０年であれば 871 万 5 千円ですから、これに５年間掛けた

よという計算を致しまして、１４年度は１年掛けたよと、そういう計算を致します

と５年間総体金額で、１億４千 500 万円の節約をしたと、或いは節約だけでなくて

一部 13 年１４年度については下水道の見直しで、アップした分が 3 千万ちょっとあ

ります。ですから１億１千万ほど、削減したと。この５年間の積算数字であります。

そういうことで、それなりの成果を上げているというふうに理解をしております。  

 ただ、この答申書ずうっと中身、私読まして頂いたのですが、この時点での審議

については、橋本内閣の中で六大改革、そういうものを受けて審議をしたと、ただ

答申の内容の中でも、将来についてかなり不透明といいますか、分からない部分が
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たくさんあるという段階で、町から出されたペーパーに基づいて予想できる範囲の

中で答申を出しましたという書き方であります。 

 末尾に、何て書いてあるかといいますと、後日必要があって諮問を受けた時点で

再討議するという事で締めくくってあります。 

 ということは、この答申を見ても大きな改革がなされるときには、再度諮問をし

てほしいと書いてあるのです。ですから、私はこの答申を忠実に町は受けとめて執

行するとするならば、当然先ほどの町長の、提案説明の中で出ておりましたけれど

も、地方へのしわ寄せが大きく来ると締めくくっております。そのとおりであろう

と思います。そういう中で、合併を前提としないというような中身の、今のところ

提案説明であります。それに基づいて検討会を開くという事でございます。そうす

るとなると当然、現段階で市町村の第２次の財政改革の審議会を設置しても、当然

であろうと、答申を忠実に執行するとなるとそういうふうに私は考えるのでありま

すが、この２点について、どのようにお考えかお聞かせ頂きたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）町長。 

〇町長（西田篤正町長）すでに答弁の中で、私どもが進めて参りました行政改革に

ついての、概要についても触れられて頂きましたけれども、当時の行政改革大綱を

まとめられた時の時点と、現在の市町村の置かれている立場というのは、雲泥の差

でありまして、状況というのは非常に厳しさが増しているのはご承知だと思います。 

 当時の行政改革大綱は、それで意味があった訳でありまして、それに基づいたそ

れぞれの改革を進めてきたということは、ご理解を頂いたというふうに、ご発言を

頂きました。しかしながら、やはり反省点にもなろうかと思いますが、中々時代的

な背景の説明が不足だったという点もあって、やはり痛みを伴う住民の皆さん或い

は職員の皆さん方の協力というのは、非常に難しいこの数年間だったろうと反省し

ている所でありまして、それらをもし、現在の時点の厳しさをもう一度進めるとす

れば、もっと住民の皆さんに理解を求める。或いは一人一人の職員に、厳しさを理

解をして頂くというためには、もっと木目細かな方法を考えていかなければならな

い。そういう意味では、今杉本議員がおっしゃいました、次の行政改革審議会とい

うようなものも視野に入れながら、対応していかなければならないだろうと思って

いる所でありますけれども、今回は最初に冒頭申し上げましたように、予算の説明

が殆どでありまして、これからの改選後の新しい方向性といいますか、そういうも

のにつきましては、６月の議会でお話を申し上げる機会になろうと思いますので、

一般的な状況としては、そういう状況に進まざるを得ないのかなと思っているとい

う事をご理解頂きたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい。 

〇１４番（杉本邦雄議員）－再－ まあ、私の捉えているのは、さっきの答申に基
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づく中身からすると、私は継続事業という形と同じだと思います。今回の予算でも、

町長は継続事業ということで、我々からすると大半、当然早く事業を進めると業者

の方も喜ぶということもありますから、雪の中で仕事するような事なく、夏の間に

仕事ができる。そういった考え方については、私も十分理解しながら町長の考え方

は良いなというふうに判断しておりますが、この審議会というのは、やはり早く。

まあ、特別委員会の意見の中でも出ておりますけれども、合併しなかったらどのよ

うになるかを住民に解りやすい形で、情報を提供して住民の意思の確認を早めると。

色々な意見の中、或いは町長の提案の中でもそんな考え方が出ておりますから、私

は継続事業として、早く取り上げる選挙の洗礼を受けるという事であれば、そうい

う考え方も無い訳ではないですが、やはり、いかに早くどのようにスリム化しなけ

ればいけないか、そういった考え方を町として受けとめていかなければいけない。

そうすると、審議会というのは早く立ち上げるべきと私はそんなふうに考えるもの

ですから、選挙が終わってまた６月ということになるとまた、半年遅れ、１年遅れ

という事になると思うのです。補正予算を付けたとしても。そんな意味で、大きな

課題として私があげられるとするならば、年末の特別委員会でも出しておりますけ

ども、直営に近い形の町の色々な事業をしている、こういった４っつの組織がござ

います。これらについても、どうしたらいいのか、或いは外部委託。これも現町長

になって、自動車等外部委託をどんどん進めております。そういった意味で、ＮＰ

Ｏ含めて民間活力をどう活かすのか、特に私見ていると、職員の関係については、

答申の中でも定数は現状のままでも内容は充実、技術職いれるとか、そういった書

き方をされておりますから、当然そのように進んできている。それはそれで良いの

であろうと思います。 

 しかし、これからはどうするのか、そういう課題があると思います、それから地

方分権、規制緩和ということで、特に２･３日前の新聞に出ておりましたけれども、

経済特区ではありませんけども、佐呂間町の例で特別に認めましょう。それは、幼

稚園と保育園を一本化するよと、そのように早く国に、沼田町はこうしたいのだと

いう事であれば、当然特例として認められる。そうするとどんな事になるのかなと、

そんな事も考えられます。できない場合もありますし、できる場合もあると。その

事によって、町はいかにスリム化してこれからの行財政をどう進めるかという事で

は、色々な審議会に提示すると、それらを審議会の中で十分煮詰めてもらう。そう

いった作業が早く行われていて、町長もどう執行しようかなという段取りを進めれ

ば、１年でも早く行財政改革が進むと、私はそんなふうに考えるのですが、その辺

について考え方をもう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、町長。 

〇町長（西田篤正町長）行政報告といいますか、予算の概要の説明の中でも申し上
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げておりますけれども、２月に５町による合併研究会というのを立ち上げておりま

してですね、まあこれは、一歩踏み込んだものでありまして話題の中でわたしども

で発言しておりますのは例えばですよ。例えば５町の教育委員会の一部事務組合化

といいますか。こういう案も検討したらどうかという提言をしてるわけであります

が、５町の中で各町１名づつの教育委員を選出することによって５名の教育委員が

編成される、教育委員会が編成されるとすれば各町もそれなりのやっぱり負担軽減

にもつながるだろうという事、あるいは公平委員会の委員をそれぞれの５町でそれ

ぞれでもっているという現状でありますから、そういうものを統合して一本化、広

域連合体の中でやっていこうかというお話ですとか、あるいは今の介護保険をどう

いうふうにもっていったらいいかという論議も出ておりましてですね。深川市がの

ってこないとすれば、方法の一つとしては奈井江を中心とする中空知の連合組合の

中に加入する方法もあるだろうと国保も合わせてでありますけれども、色んな分野

で改革が必要だというふうに論議されているわけでありますけれど、今立ち上がっ

たばかりで、それぞれの関係する町の選挙がありまして具体的に一回目の会合が開

かれておりませんで、選挙が終わり次第勢力的にこなしながら、その状況をみて各

町が判断をし、今議員が言われるようなそれぞれの地域の審議会を設けていこうと

いう内々の話になっているのが現実であります。従って私どもは地元としてどう改

革していくのかというのは、選挙が終わってからの議会の中でそれぞれ役場の機構

改革を始め、相当手をかけなきゃならない改革というのがあると私自身思っており

ますので、そういうものを御提案申し上げまして議会の御理解をいただいて６月の

執行方針の中で向こう４年間のそれぞれの進め方を論議をいただくと、そんな事が

手順なのかなあというふうにおもっているところであります。特区につきましても

ですね、～～～～特区も雪山センターにからんで既に提出しているんでありますけ

れど、中々国のガードが固くて、私共が望んでいるような状況での特区の許可とい

いますか、承認というのは、まずおりてこない。これが現実でありまして、しかし

ながら、そういうものを利用して地域の発展があれば、更に職員の中にそういう意

識を浸透させまして、取り組みを又させていただきたい。そんなふうに思っている

ところであります。いずれにしましても幼稚園・保育園の今の御発言もありました

けれど、一つの物事を処理といいますか、進めるということになれば、色々な問題

がありまして中々スムーズには行かないと前段申し上げたんですけれども、そうい

うものを進めるために、やはり、そういう審議会というのも必要ですし逆にいいま

すと私どもは審議会に関わらず行政として、どう進めるかという基本的な姿勢を常

にもってなきゃならんだろうとそんなふうに思っているところでありまして、時代

の流れに遅れないように出来るだけ早くそういうものが示せる、今お話申し上げま

した選挙が終わり次第、そういうものに取り組みまして早い機会に、遅くとも６月
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には提出が出来るだろうと思いますけれども、今の段階での私どもとしての改革の

方向性といいますか、そういうものを御説明申し上げる機会があろかと思いますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○ 議長（吉田好宏議長）はい、１４番 

〇１４番（杉本邦雄議員）－再々－ そういう機会があるという事で前向きに取り

組むという事で解釈していいのか分かりませんが、いずれにしても最近の北空知の

新聞をいや、道新を見ていても例えば北竜であれば、民間から行財政改革を提言し

なきゃいけないとか、あるいは妹背牛ではもう既にグループ制をとって中身をどん

どん改革してかなきゃいかんぞともう既に地区内地区内で、町村で対応の芽が萌え

ているんですね。そういった意味では、いささか町長さんも慎重と言えば慎重とい

うか。どちらかと言えば町長さんに当てはまるかどうか分かりませんが、身内の出

身の町長としては身内を守りたいというのが一般的な他の評論であります。そうい

う事からするともう一歩足を抜け出して民間の方にあるいは、町のＯＢの方、ある

いは民間で既に色んな経済の事に精通してる方、そういう方も入れてすぐ先として

はどちらかというと民間活用方式というんですか、そういったものを見習えという

最近の評論であり、流れですね。そういう事からすると第３者的な立場にたつ審議

会をきちっと立ち上げて、そこからの意見をもらうと、そのことによって自分達の

行く末をもう少し見つめた形で行こうと、そういう姿勢が少し見えてこないとちょ

っと私どもとしては、いささかどうなるのかなーと町長さん慎重に考えておるのか

あるいは５町で立ち上げた機関を慎重に重要視しようとしているのか、中身はよく

分かりませんが、いずれにしてももう少し早く今年の中身から利用できるものは利

用、利用というか、諮問の答申の中でやっていかなければならないことは既にやる

よとスピード制が必要かなと思いますが、そういった足を速めるという面で、どう

いうふうにお考えをしているかお伺いしたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、町長 

〇町長（西田篤正町長）話ありました北竜・妹背牛の例のお話ありましたけれども

私どもとしては、決して遅れをとっているわけではありませんで、むしろ例えば職

員の特勤手当ての削減ですとか、旅費の日当の廃止ですとか、これらは他町村に先

がけて職員に痛みを伴ったものを了解をいただいている、身内だからという考え方

で行政を進めている訳でありませんで、職員組合の側からするとむしろ町長は厳し

過ぎるという批判を浴びる位、そういうものに対して改革を求めて実行させていた

だいてきてるところでありますけれど、今おっしゃられるように情勢は、小手先の

職員の給与だとか、そういうものばかりにいじっている事で、改革が乗り切れるか

というと、そういう時代ではもうなくなってきたというのが、さっき申し上げまし

たその～～の作った時との時代の違いだと思っております。勿論、各町で色んな職
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員に対する給与の削減ですとか、色んなものが出ておりますけれども再三議会で御

発言をいただいておりますように、本町の場合は、他町村から比べると職員の給料

は、安いだろうという表現が議会の議員の皆様方の理解をいただいているところで

ありますから、そういう面からいきますと更にそれに追い討ちをかけるような給料

削減というのは、これは中々難しい。しかしながら、それじゃー町民の皆様が望ん

でいる合併をしないでいきる、残るとすればどうすればいいのか。まあその論議に

なりますと審議会を設けなければ、民間の意見を聞かなければ、住民の皆様の意見

を聞かなければ、決断が出来ない大きなものがあるんだろうと思います。したがっ

て今申し上げましたように決して手を抜いてこまねいているわけでありませんけれ

ども、私どもとしては、今年度の改選後の初の議会の折に、そういう４年間の方向

性といいますか、今後の沼田の方向性を示す、それが新しい議会の役割、議会に対

する私どもの役割だろうと思っておりまして、そういう考え方を先程説明させてい

ただいたんであります。ちょっと長くなりますけれどもお話の様に幌新温泉を始め

町が直営で実施している事業もですね、従来の考え方でそのまま継続したんでは、

町の本体の予算自体が組めなくなってしまう自体というのは、誰もが想像できる事

でありまして、この４つの自動車学校を含めた、４つの直営の企業については、色

んな撤退もひっくるめて真剣に議会と論議をしてかんきゃならん時代に来ている。

この事は私自身再三、皆さんに申し上げているとうりで、従ってそういうものを、

町民の皆さんが、あるいは、商工業者の皆さん方が、そういう商工業の振興のため

にも是非これらを残すべきだという意見が圧倒的でありますから、そうだとすれば

それをどうやって残していくかという事を、町民の皆さんの意見を聞きながら判断

をしていかなければならない。そういう厳しい状況にあるという事で、おっしゃら

れる第２次の行政改革審議会という仮称でしょうけれど、そういうものの設置は、

好むと好まざると設置をしていかなきゃならん。その意見を聞きながら、今の５町

の合併の研究会の出てくる資料、国・道、あまり出てきませんけれども、そういう

資料を住民の皆さんに御提供申し上げましてですね、住民の皆さんの参加をいただ

いて論議をした中で、そういう物事の判断を一つ一つをしてかんきゃならんだろう 

そんなふうに思っているところであります。バス路線の問題につきましても従来は

１回か２回の説明で終わって実施する方針をとっていたんだろうと思いますけれど

この１つの問題にとりましても再三にわたって色んな団体、或いは町づくり懇談会

タウンミーテｲング更にもう１回４月に住民の皆さんに最終的な提案をして意見を

聞きましょうという位、繰り返し繰り返ししながら住民の皆さんの負担とこの事業

の実施についての御理解をいただく努力をさせていただきます。それら今後引き続

き色んな事業に対しても同じような処方でやってかんきゃならんだろうというふう

に思いますし、今お話ありました審議会については６月議会の中で設置の方向で、
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お話を申し上げてご理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、次２番 野議員 雪中米の今後の対応について 

質問して下さい。 

○ ２番（野 道夫議員）ただ今の杉本議員の方から第２次行政改革審議会設置、

沼田町のこれからの予算等について大変厳しい色んな御質問ございましたし、町

長の方からも色んな回答をいただいております。そういう中で今後の沼田町の農

業行政というものが、これからどうあるべきかなという事について私の方から御

質問を申し上げたいと思います。私の質問については、雪中米の今後の対応につ

いてという事でございまして、全国のおよそ６０％～６５％が全国で雪をエネル

ギーとして利用されている都道府県が報道されてきております。沼田町が全国に

先がけての雪エネルギー、これらがやはり各都道府県で利用されてきている、と

いうふうに私ども報道されている事をみせていただいております。沼田町の米は

平成８年雪中米として、これも全国に先がけて登録商標済みでございまして、現

在に至っているわけでございます。雪中米は雪国に適した革新的な発想と思われ

るが今後沼田町が独自の安全基準を設定をし全国に先がけて食の安全性を発信し

ていかなければならない問題でないかなというふうに考えております。雪中米と

いうのは、御存知のように８年、平成 8 年ですからもう 8 年近くなりますが、そ

んな事でただ雪中米で＋５度で備蓄という事じゃなくこれについては全国的にも

のすごく評価が高い訳です。ですけどもこの雪中米の＋5 度で備蓄した以上のも

の、これから沼田町が全国に発信をしなければならない時代がきたんだろう。そ

の割には私が新聞等で眺めておりますと農業組織団体というのは、割と今の統合

で頭の中が一杯なのかなあという感じがします。もっとやはり統合というのは、

経済的な統合でございますから農業の食、こういったものを真剣に取り組む、そ

して行政と一緒になって真剣に取り組んで沼田町の米、沼田・秩父・妹背牛、広

域的なものの考え方も必要になってくるのかなあーという感じがします。今日は

食糧法の改正案が閣議決定をおそらくするだろうと思っておりますけれども、色

んな問題で、これから生きる為にはどうしたらいいのかという事も今日も新聞に

出ておりましたけれども町長に一つ雪中米、更に雪中米以上のものを発信してく

というようなお考えがありましたら一つ聞かせていただきたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、町長 

〇町長（西田篤正町長）基本になるのは前々から申し上げておりますように農業所

得の向上をどう計るかという事だろうというふうに思うんですけれども、今お話の

ようにですね、現在の農業情勢、国が進めている施策の中であるいはＷＴＯの今の

状況を見ますと非常に北海道農業自体さえ、生きる事が大変な時代になるのかなと

いうふうに新聞をみて拝見させていただいているところであります。今予算の審議
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をいただきますけれども、骨格の予算でありまして政策的なものはあまり多くは、

のっていませんけれど、時代の流れといいますか。新しい沼田の農業を確立する為

には、そういう従来の考え方の補助制度といいますか、支援制度ばかりではいけな

いと沼田が本当に安全で安心な農業地帯なんだという事を実証しなきゃならん。そ

の一つには雪中米があるんだろうと思いますけれども、農薬の制限だとかそういう

ものは厳しくなって参りまして、それ以上に現在厳しくする事になりますと農家の

みなさん方が非常に混乱をしてしまうんじゃないかというふうに思いますんで、農

薬規制をみながら長期的に沼田の農業をどういうふうに守って、どうそれを取り入

れていくかという事を普及センターの力を借りながら沼田独自のそういうものを作

り上げる、御提案のような事は必要だろうというふうに思いますし、そういう事が

沼田の将来とも生きる道につながっていく。しかしながら一辺にそういう全町、沼

田の３，０００ha 全体をですね、そういうものをやれるという事は中々難しいんで

私は、何とか農家個々の従来は色んな農家のみなさん方の研修も若い人なら若い人

御婦人なら御婦人、農業経営者の方、直接携わっている方そういう方を中心に～～

単位のをやっていたんですけれど、私はむしろ個々の農家一つ一つを奥さんも生産

して携わっている御主人も一緒に入っていただいて家族ぐるみでの研修をする事に

よって農家自体のお互いの理解も深まりますし、そういう生産性につながっていく

んでないか。そういう単位のものを育てる事によって農業の担い手の受け入れの研

修をそこで受け入れていく事が出来るだろう。名称をどうするかわかりませんけれ

ども、そういうような単位のものを作り上げていきたいというのが、具体的には、

まだこれからそれから選挙終わってからでありますけれども論議をさせていただき

まして、そういう新しいものを作り上げる。それから本当にここは沼田の安心安全

なものを作っているモデルケースのとこですよという。そういうような地区もです

ね作り上げて、そこに消費者の皆さん方を呼び込むという、お米だけでなくて、例

えばトウモロコシですとかトマトですとかきゅうり。なすびでも結構なんですが、

温泉帰りのお客さんが自由にそういうところに入り込んでお金を入園料を払って、

その収穫をしてく中々農家の皆さんに直接やっていただいてと言っても難しいと思

いますんで何年か町が一定の補償をしながら、そういうものを育っててって沼田の

そういう一連の農産物の安全性をＰＲをしていきたい。 

 それと、できうれば雪中米という名前でこれまできている訳ですから、農協さん

と十分話し合いをしまして、もっと雪中米の販路を自分達、自ら開拓すると言いま

すか、そういう努力とそれに伴う価格を今言いました、もっと安全性を高める事に

よって価格が上がるだろう。その事によって、その雪中米の価値というのがまだま

だ上がると思いますので、今日は名寄のもち米が出ていましたけども、やっぱり雪

を利用したそういうものが、まだこれから全道で増える可能性がありますので、や
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っぱりその先を行く何かをやっていかなければならない。その事は、今の野議員の

おっしゃるとおりだと思いますので、更に検討させて頂きたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、２番。 

〇２番（野 道夫議員）－再－ 分かりました町長、色々と検討されているという

事で、私了解するのですけども、今日私新聞見れなかったものだから、矢野課長さ

んの所へ行って、３月の５日に道新ですね、安心ネットスタートと大きな文字で新

聞に出ておりましたけども、やはりこういったものがホクレンに申請をするという

事になっておりまして、生産者が統一栽培の基準を守って栽培をしているが、栽培

の経歴を記録しているかなどの確認、ホクレンの方に報告をするというような事も

書いてありますけども、非常に面倒な農業経営そして農家の作付けには大きな問題

が出てくるのかなという感じもします。 

 それと私、雪中米の雪のエネルギーで沼田町は素晴らしい報道をされております

けども、今年のような雪が非常に多い、このため私は雪が１０何ｍという事になっ

てきますと大体、普通夏の 300 ﾐﾘから 400 ﾐﾘの雨に該当するのかな。そういう事で

あれば、私はやはりこれくらいの積雪の場合に、できたら農家に融雪剤の若干の助

成をしてあげて、そして雪の少ない時には一生懸命やって頂く、だけど今年は異常

な雪の量ということでこういった時には若干、全額という事ではないのですけども、

頑張ってくれというような私は、融雪剤の助成ぐらいは考えた方が良いのではない

のかなという感じもしますけども、この雪中米の今後の対応についてもちょっとか

け離れているかもしれないけど、この辺町長どんなものでしょうか。 

○議長（吉田好宏議長）町長。 

〇町長（西田篤正町長）思ったより雪が多くて、沼田市街では１２ｍ４０何ｃｍと

か言いますから、過去に記録が余りない状態です。特に、更新の地帯は、これに輪

を掛けて多いのですけど、そういう中でちょっと手抜かりといいますか、考え不足

だったのですが、そういう融雪剤の話ですね、農家の皆さん方からもあまり、そう

いう話は聞いたことがないものですから、今回の補正には提出されておりませんけ

ども、この教訓を活かして是非また来年以降そういうものを検討したいと思います

し、そういうものが今、実際に融雪を始めてみて本当に大変な事態があるのであれ

ば、またそれなりに専決等をしながら、対応させて頂きたいと思います。 

 今の所は、順調にいっているようですから、ちょっと様子をみさせて頂きたいと

思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、よろしいですか。次、同じく合併問題の諸対策の推

進について。 

〇２番（野 道夫議員）はい、合併問題については先ほど杉本議員の方からも、関

連して若干質問もし、また町長の方からも答弁を頂いておりますが、合併問題の諸
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対策の推進という事で申し上げたいと思います。 

 財政問題を主眼とした自治体合併は、大きな課題を含んでおります。初めから合

併ありきで論議を除くような進め方をするのであれば、私はこの合併について反対

をすると。もし、合併を望むものであれば、本町の姿勢は沼田町の特性と伝統を重

んじ、しかも財政的基盤が強化され保証されるものでなければならないと思います。

合併特例法の期限も平成１７年に迫ってきています。本町としての考え、色々な具

体的なお考え、取り組み等もあろうかと思いますし、更に沼田町では、職員また北

空知管内ですか、中では係長・課長・助役会・町長会でもこういうのを検討されて

いると思うのですけども、やはり町民が合併についてもう少し理解が足りないのか

な。合併をする、しないという事ではなく、やはりその問題をもっと詳しく説明を

してあげれば理解する所は理解してくれるのかな。これは、合併するとか、しない

とかの理解ではなく、今現在町として具体的な取り組みについて、もし色々なとこ

ろがあればお知らせを頂きたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）町長。 

〇町長（西田篤正町長）先ほど杉本議員の所でも、ご説明しましたけども、まず５

町の研究会の検討をして、はたしてどれだけの簡素化が出来て、生きていけるかど

うかという事を、まずそこで論議をしなければ先に進まないだろう。実は、空知支

庁からは、深川市を入れた合併の任意協議会を立ち上げなさいという指導がきてい

るのでありますけども、これは５町が揃って、今の段階ではそういう段階ではない

と、とりあえず自分達がどういうふうにして簡素化をすれば、スリム化をすれば行

政が有効な生き方ができるのかという事をまずやった上で、その論議の過程で、例

えば合併せざるを得ないという論議が出た時には、旭川・滝川・留萌・深川という

ような地域全体を入れた中で論議をしていかなければならないねという話し合いに

なっている訳でありますが、今、ご承知のとおり全国町村会、北海道町村会もそう

ですけども、連合自治体とい新しい構想が出てきていますので、その推移も見なが

らやっていかなきゃならないのかなと思います。従って、あくまでも合併の最終結

団は住民の皆さんがなさる訳でありますけども、例えば先般の北海道新聞の空知版

で、滝川と江部乙の問題が大きく報じられておりましたけども、あれは正に実態だ

と思うのです。それから、ここで委員会でも報告ありましたように、多度志町の実

態がああいう実態になっている。勘違いされては困るのは、私どもは深川市に対し

てそういう思いでいるのでありますけども、１市５町が合併したから、必ずしも北

空知が将来とも安定的に深川市も含めて、発展するかというとそうはあり得ないと

いう事なのです。合併しますと、当然周辺の小さな町村は疲弊をしていくというの

は、今言った江部乙、多度志をみても実例がある訳でありますから、そうなります。 

 そうなりますと、その人達が深川に転居するかといいますと、そうではなくて、
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どうせ移るんだったら旭川、札幌の利便地に行きましょうとなるのだろうと思うの

です。そうすると、深川市自体の人口も、合併をしてもどんどん減少の傾向にある。

それと、課程ですけど、もし多度志町が合併しないで残っていて、音江も合併しな

い、納内もそうだということになりますと、おそらく北空知圏の経済構造というの

はもっと変わっているだろう。しかも、深川市の経済構造というのはもっと良い状

況になったのではないかと私どもは想像するのです。 

 それを、ひとつにまとめて、やはり合併町村、市ですから中心に物事が全部集っ

てくる。その事によって、今言った納内、多度志だとか他の地区でもそういう声が

あるのだそうです。そういう実態が出てくるのだろうと思うのです。ですから、合

併が必ずしも１市５町の将来とも安定的な状況に繋がるとはあり得ないだろう。そ

のことは、今言ったとおりでありますけども、それときっと今５万とか３万とかい

う段階で合併したとしても、将来はおそらくまた１０万単位の都市でなければ駄目

だという論議がまた、出てくるであろう。 

 その時に、それじゃあ再度また合併をするのかという、そうなるともう沼田の地

域なんていうのは殆ど存在価値がなくなってしまうような状況になると思います。

そのまえに、今の言いました全国の町村会或いは議長会もそうですけども、その中

で言っている連合の自治体という構想、元の自治体にも権限を残してもう少し大き

な単位で、大きな物事の処理をしよう。例えば、国保ですとか介護保険ですとか、

そういう大きなものは連合体で処理をして頂ければ良い訳でありますから、そうい

う方向におそらく進みつつあるだろう。その事はやはり、町村もそうですけど、国

民の皆さん方もそういう声を出さなきゃ駄目だと思うのです。最近やっと、少しず

つそういう声が出てきました。先般も全国の議長、町村長が集りまして６千人以上

の方が集って武道館で大会やりましたけども、その後のつい３日、４日前の空知館

内の町村会の総会がありまして、私はそこで発言したのですけども、全国の議長と

町村長が集って、ただ単に座って物事を聞いているだけで、その大会が成功したと

は言えない。しかも、総務大臣は凄い剣幕で挑戦的な発言をして帰りました。貴方

達自分の首が大事だから、合併をしないのだろうという位まで言って、帰っていっ

た。それを、皆さんが拍手して挨拶に応えるなんていう事はとんでもない話ではな

いかという話をしたのですが、そしたら出席の首長さんも全くそのとおりだと、何

の為に大会をやったか分からない。という意見が出まして、北海道町村会を通じて

強行に全国の町村会に、そう少しきちっと物事を言って行動を示せという事を申し

入れせよというふうに総会は終わったのです。 

 やはり、声が届かないのです。届いたとしても、今は地方の票なんていうのは、

余りいらないのですね。国政レベルでは。ですから、北海道であれば札幌の地盤を

押さえてしまえば当選ということですから、そういうような状況の中で、置かれて
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いるということをやはり、皆さん方が理解をしてもっと声を大きくしていかなけれ

ばならないのかな。その辺でまた、議会もよく協力しあいながら、さらにそういう

運動を進めさせて頂ければと思います。 

○議長（吉田好宏議長）２番。 

〇２番（野 道夫議員）－再々－ この問題というのは、中々大変な問題だろうと

思うし、ただ全国大会とか全道大会とかいっても、ただやっているだけに過ぎない

から、議長会でも何でも。だけどやはり、そういう大きな会合というのは必ずもっ

て、意見交換あってはじめて、全道大会・全国大会でないかなという感じがするの

です。 

 そこで町長、選挙が４月終わりますと、できましたら私この合併問題でも、各そ

れぞれの東・中・西ですか、そこであまり大きく会合を持ちますと中々質問という

のはしにくいと思うのです。部落の人が１５、６人来て、役場の職員さんが３０名

も来られたらとっても、誰も質問なんて難しいものですから、できたら役場の職員

さんも少なくして、部落の中でも割りとこじんまりとして東部で２、３ヶ所くらい

にする、そういうような事で皆さんの意見を聞いて指導と言ったら悪いけど、合併

というものはこういうものなのだと、良い悪い、そういうようなお話を私は是非ひ

とつして頂きたいと思って質問を終わります。 

○議長（吉田好宏議長）はい、次７番。橋場議員、国政問題に対する町長の見解１、

２について、質問して下さい。これについては、地方議会にふさわしい内容の中で。 

〇７番（橋場 守議員）町長は次期も、立候補を表明している訳です。つまり、沼

田町の船長さんになる訳でありますけれども、その船長さんが間違いなく航路を決

めなければならないという事になると、日本の国政全般について、やはり目を見張

らないと羅針盤を間違えてしまうと思うのです。そういう事から、こういう問題を

町長に質問する訳ですけども、小泉内閣が出来たときに改革なくして成長なしとい

う事で立ちあがったのですけれど、この時残念ながら我が党以外の政党は、改革は

我々が本家だと、今小泉さんが言っている事は我々が前から提唱しているという事

で、これに追随するような格好で、小泉内閣の支持を引上げるような状況を作って

いった訳なのです。 

 私達は、今のような状況。医療費の改悪の問題やなんかは、小泉さんが橋本内閣

の厚生大臣をやった時にすでに案として出していた事を盛んに国民の皆さんに呼び

かけていたのです。痛みをしうる中身だと、呼びかけたのですが中々それがマスコ

ミで取り上げられませんから、今のような状況になっていって、実際にはどれもこ

れも、国民の痛みをなすような中身ばかりなのです。憲法２５条の２項には、国は

全ての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな

ければならないとあるのです。そうすると私達が、法律に違反すると、すぐ処罰さ
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れるのですけれども、国がこういう憲法の定められた事にどんどん逆な方向でいっ

ている訳です。これを一体誰が処罰するのでしょうか、まあ選挙でなければ処罰で

きないのでしょうけれども、私はこういう事を全般として見ていってですね、町長

だいぶ合併問題の町村会と議長会との合同の反対の大会の時に、拍手した人達がい

ると言いますけれども、実際には首長さん達の大部分は保守系、自民党系の人達な

のです。そういう人達が集った中で、確かに自分達が集まった目的に反するように

事に対して拍手する人がいるかも知れないけれども、やはり全体としてはそういう

人達も集ってやっぱり合併に反対しようという集会になっているので、私は大きく

前進していると思うのです。 

 そういう流れの中で、２つ目で言いますと、猿払の村長さんが次の頁に資料つけ

てありますが、国に対してものを言う、議会の意見書だけでなくて、村長さん、町

長さんが、国にどんどん要望・意見を述べるという事は、これから重要になってく

ると思うのです。これはやはり、ある人に言わせたら、こんなものは屁のつっぱり

にもならないと言われるかもしれないけども、そうじゃあないですよね。やはり議

会が町長を押し立てて、村長さんがやはり自分の町をこういうふうにしなければな

らない。その障害になっている国に対して、意見を述べるという事が全国から上が

っていったら、これは保守系の首長さんであっても議会から押され、住民から冗談

じゃあない、これはやめてくれと後押しがあればやらざるを得ない訳です。そうい

う意味で私は２５日の集会はすごく意義があると思いますし、これからもどんどん

そういう事を続けていくべきだと思っているのですが、この点について１、２関係

なく町長に感想をお答え頂きたい。 

○議長（吉田好宏議長）町長。 

〇町長（西田篤正町長）ちょっと説明足らずで申し訳ありませんけど、その全国大

会自体、意義がないという事でなくて、私どももう少し身のある、全国からわざわ

ざ旅費をかけて集っている訳ですから、もう少し実効性の伴ったものが出来たので

はないかという論議であります。ですから、その中で反省点は反省しまして、そう

いう全国の思いを、別に要請隊も作っての行動もやっていますので、そういうよう

な身のあるあれをやるべきだと、特に意見の中でやはり何人かの首長に、そういう

現在の合併問題等に関して集っている訳ですから、意見を発言する場があっていい

のではないか。ただ、一方的に決議を読み上げて、締めくくるという事だけでなく

て、そういう論議をする場所がある、或いは参加者の中から意見を何人か聞くよう

な機会、そういうものがあってよかったのかなという気が致します。 

 しかしながら、参加者全員といっていいくらい、合併に賛成の方もやはり国があ

まり強引に進め過ぎるという事ですから、そういう思いでやはり、更に議長会とも

連携を取りながらそういう行動が必要だろうと思っているところであります。 
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○議長（吉田好宏議長）はい、７番。 

〇７番（橋場 守議員）－再－ 町長がこういう意見書を出すという事についてど

うですか。 

○議長（吉田好宏議長）はい、町長。 

〇町長（西田篤正町長）私どもは今の所、空知の町村会通じたり全道町村会を通じ

て意見を述べさせて頂いておりますけども、それぞれお伺いしたおりに、国会議員

の先生方に対しても、町村の沼田の実態を交えながらお話をさせて頂いております

ので、そういう必要があればその時点で考えたいと思いますけれども現状では、そ

ういう状況ではないのかな。ただ、残念なのは各首長がそれぞれ意見として言って

いるのは、もうちょっと北海道庁がしっかりしてくれなければ困ると。北海道の多

くの首長が、これだけ声を大きくして言っているのに道庁自体が動かないこと自体

がとんでもない事だというのが、蛇足になりますけれどもそういうような声があり

ます。 

 それと、今道庁が私どもの町村会と市長会も入りまして、連合自治体構想になる

のか、何になるのか分かりませんが、とつごうして、整合性をとろうとして国に対

する要望の取りまとめをしているのでありますけども、お話を聞いてる中で残念な

のは、すでに個別の担当部局では強烈な西尾私案を出した西尾先生と、前もってコ

ンタクトをとって下擦り合わせをしているものを町村会・市長会に提示をしている

という話を、これは内緒なのでしょうけどお聞きしますと、何を考えているのかな

という、そんな思いで残念で仕方ありませんけども、私どもとしてはやはり、町村

会を通じて一生懸命やはり地域を守るために努力をしなければならないと決意をし

ている所であります。 

○議長（吉田好宏議長）はい、７番。 

〇７番（橋場 守議員）今、町長言われたように総務省からの役員が、深川地域で

深川の商工会議所にみんな集めてお話があったのです。その時、質問ないかと言わ

れたのでみんな黙っているので、これはそのまま質問無しに終わらせたらまずいな

と思って、私質問したのですが、西尾私案というのはすでにその時彼が言っていた

のです。自由に物の言える学者の中には、小さな合併しない町の権限を取り上げる

というような学者もおりますと、学者に言わせて自分達の腹をそのままそこへ披露

したのです。私はそのまま黙っていたんじゃあまずいと思い、貴方そういう学者も

いるけどそうでない学者もいるでしょうと、そういう学者の意見は耳に入ってこな

いのかと質問したら、全然関係のない話をどんどんされて、もういいですから止め

てくださいと私言ったのですけど、学者に言わせてテレビにどんどん出して、そう

いう下地を作っていっているのです。 

 そういう意味で、私達は議会議員もそれから町の理事者も全般を見ていく必要が
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あると思って、町長のこの議案書見てちょこっと矛先が地方自治体に向かってきて

いると書いていますけど、その原因は何かという所で、もうちょっと明らかにして

ほしいなと思うので、こういう質問をさせてもらったわけです。 

 いいですか次。 

○議長（吉田好宏議長）はい、次。 

〇７番（橋場 守議員）国の１５年度の中小企業への予算が、米価が何十年前の米

価に下がったと同じように、中小企業に対する対策費が２６年前に水準になったと

いうのだそうです。1,729 億円です。日本経済の本当に支えているのは中小企業だ

と思うのです。例えば、テレビやそういうものが出来ても中小企業できちっとした

もの作って、ネームだけは大企業の物を付いていくというような状況で日本経済を

中小企業が支えているのにも関わらず、これだけの予算しかないのです。ここに書

きましたけれども今度、もっと新鋭のイージス艦というのを 1 隻作るのだそうです

けど、この 1 隻の作る金、買い取る金が 1,365 億円だそうです。私は、軍備も必要

だと言われると思うので、ちょっとある資料を見ましたら、1999 年ですから 3 年以

上前ですね、オランダのハーグという所で世界市民平和会議という所に 100 国以上

の国から 1 万人が参加して会議を開いたのです。その中で、公正な世界秩序のため

の基本１０原則というのがありまして、この第１項にこう書いてあるのだそうです。

各国の議会は、日本の憲法９条のように、自国政府が戦争する事を禁止する決議を

することと第１項に、世界の平和を守るための１０原則として掲げられているので

す。 

 ですから、世界の流れは戦争ではなくて、平和の方に行っている訳ですから、私

達もやはり軍事費を削って我々の生活に回せという運動が必要なのではないかと思

うのです。それが無かったら、コップの中の予算ですから、どうしようもないので

す。無駄な物を減らして、日本の経済を支えている中小企業や、そういう所に予算

を回せという運動する以外に私はないと思うのですけれども、先日２月の１５日に、

アメリカとイギリスがイラクを攻撃するというのに対して、５０カ国で 600 以上の

主要な都市で 1000 万人もの戦争反対の行進があったのです。集会が。100 万人も一

つの市で集ったと聞いたら、えっどんな事になるのだろうと。世界はやはり平和の

方向に向いていっているなと実感として分かるのです。そういう中で、やはり我々

は下から無駄な軍備を生活にまわせという運動を是非必要ではないかと思うので、

町長はこれに対しての見解をお聞かせ頂きたい。 

○議長（吉田好宏議長）はい、町長。 

〇町長（西田篤正町長）国防といいますか、国を守るという論議は、私どもちょっ

とやりにくいなと思いますので、前段でお話のありました、中小企業の支援といい

ますか、そういう面からいきますと、こういう小さな町に、私どの所に進出して頂
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いた企業でも、貸し渋りで非常にまいっている所もあります。現実にやはり、そう

いう国の施策が、方向性が違うな、間違っているのかなという気がする場面がかな

りありますけども、そういう面での中小企業の支援をするため支援をしてほしいと

いう、そういう政策の転換といいますか、そういう要求というのは私どももやって

いかなければならないと思っているところであります。 

 今の言った、国防とかそれらについてはやはり、選挙がある訳でありますからそ

ういう～～～をしっかりと理解を頂いて自らの投票権を行使して、そういうものに

対する対応をして頂くのがいいのかなと思っております。 

 勿論、世界が平和であるという事の願いは変わりありませんけども、今のイラク

のあれを見ますと、確かに戦争はしたら駄目だという声は分かりますけども、大量

破壊兵器が本当にあったらどうなのだろうか、そういう一抹の不安もありますし、

生物兵器などが温存されていれば、おそらく世界中に飛び火がする。北朝鮮の今の

現状の問題を考えると、やはり日本の国を守るといいますか、国民を守る最低限の

国防といいますか、そういうものも必要なのかなと思いまして、中々橋場さんの専

門的な理解ができないで、十分な答弁出来ませんけども、そういうものはそれなり

に選挙を通じて選ぶ国会議員の先生方に、託していくか、あるいは自らそういう運

動の所に飛び込んでいく勇気があればそういう行動をするといいますか、そういう

方向しかないのかなと思っておりますが、申し上げましたように日本の国もそうで

ありますけども、世界が平和でありたいという願い。それから小さな企業が日本を

支えているという事での支援を、もう少しきちっとしなさいという声を大きくする

という事については私も共感をして努力をさせて頂きたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）７番、あの３回終わっていますので次に入って下さい。 

〇７番（橋場 守議員）いや、今のやつでちょっとありますから、町長確かに沼田

に弾薬庫があって自衛隊がいるから、その問題について中々、軍備の問題について

は触れられないのだと思うけれども、自衛隊員の身の安全を確保する為にも、軍備

縮小して海外の戦争に参加しないという事は、沼田の住民としている自衛隊員の皆

さんの命を守ることに繋がるので、是非それは遠慮しないで、これとそれとは別だ

という立場で考えて運動してほしいなと思います。 

 次の問題に移りますと、ここに書いてあるとおり、どこの町でも国の財政縮小の

攻撃の中で、大体のところでは福祉の予算のところに攻撃がいくのです。さっき述

べましたように、憲法でも保障されているように福祉や社会保障は、後退させては

ならないということなのです。ですから勿論、沼田町だけではどうにもならない物

であります。それは国に対しての要望や闘いがなければ、解決できないこともあり

ますけども、この立場で是非、町政を運営していって頂きたいなと、こういうふう

に考えている訳です。その為には、介護保険が今度、保険料上がる訳ですけども、
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国がこういう全国民の問題に対する制度に対して、国の負担がたった 25％という馬

鹿な話はないので、これは 30％国は負担しなさいという事になれば、介護保険料を

上げなくても済むことなのです。こういう事をやはり、議長、国政の問題じゃなく

というかもしれないけれども、国政の問題外れて、沼田町の財政守れないような状

況なので、そういうふうに考えている訳なのですけれども、是非こういう方向で、

町政を運営して頂きたいと思っているのですが如何でしょうか。 

○議長（吉田好宏議長）はい、町長。 

〇町長（西田篤正町長）おしゃられるとおり、国の交付税が端的な例ですけども、

財源が減らされますと、おのずと独自の施策でやっているのが福祉分野が一番多い

訳ですから、各新聞を見ましても相当縮小されているのが報道されていますけども、

私どもとしては、１５年度の予算については現在の所は踏みとどまって頑張れると

いう事で、そういう所にまだ手をつけておりません。杉本議員の時に申し上げまし

たように、そういう論議も含めて将来的に、もしこういう事も予想されますよとい

う事をお話しながら、町民の皆さんにもご理解を頂いて、どこまで踏ん張れるかあ

れですけれども、そういう所をできるだけ手をつけない努力をさせて頂きたいと思

います。 

 橋場議員さんのおっしゃられる、私もそう思うのでありますけども、介護保険に

ついては、これは各町村がそれぞれの格差があって、保険料が定められるという事

自体がちょっとおかしいのだと思うのです。浜益のように、１万円くらいいってい

るのか、そんなような自治体の村があったり、千なんぼだという、幌加内が非常に

安い所ですけども、そういうような所があったり、おっしゃるように国民がそんな

に費用負担が下がって、受ける権利が下がる事自体がおかしい事でありまして、こ

れは町村会もとにかく国保と介護保険については、国が全面的に面倒を見なさいと

いう要望をしているのですけども、中々やはりそうはいかないで、国保も発足当時

からみますと、財政調整交付金もかなり減らされていますし、介護保険も今おっし

ゃるように、徐々にこれまた減らす手段にくるのだと思うのです。その辺はもう少

し、制度の改正を国に要望しながら、全国一律といいますか、国の責任の元に保険

だとか医療というのはやってもらう。この事をやはり、言い続けなければならない

と思っております。 

○議長（吉田好宏議長）はい、７番。 

〇７番（橋場 守議員）次の問題は、除排雪の費用の増額について、今どんなふう

に進んでいるかだけを聞かせて頂きたい。 

〇町長（西田篤正町長）補正予算でも、若干追加をさせて頂いておりますけども、

非常に雪が多くて費用が掛かるという事で、通常の場合は財政課からもらった資料

では積雪度が４級地ということで、補正係数にそれぞれ算定されたものが入ってい
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るのですが、今回の場合は特に沼田町の場合の豪雪地帯という事、それと新聞に報

道が出たのを利用しまして特別交付税の中で、特交の中で上積みをかけて頂くよう

にという事で、支庁・道にそれぞれ要請をしていますから、いくらかの効果はある

のではないかと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、７番。 

〇７番（橋場 守議員）次の商工振興、いいですか。 

○議長（吉田好宏議長）はい。 

〇７番（橋場 守議員）沼田の商店。食料品についてはですね、毎日生きていかな

ければならないから、地元で買う人が多いと思うのですが、それでも深川に出て安

い物を買ってくるという人がたくさんいる訳ですけども、私はやはり予算をみる中

で、農業関係に対して色んな利子補給などありますけども、町長そういう人達にも

是非沼田で物を買って下さいという、お互いに助けあおうじゃないかというＰＲが

必要じゃないかと思うのです。 

 こんな話もありますよね、雪降るのならどんと降ってもらわなければ困る、どん

と寒くなってもらわなければ困ると、だらだらと冬の入る期間が長いと、よその町

を通った時に見つけては、そっちで物を買ってこられて、沼田では防寒とか靴とか

買ってもらえないのだと、買わないでしまうという人達もいる訳ですけども、でき

るだけ沼田町で、色んな助成を受けたりしたら、やはりその点沼田の商店の皆さん

と一緒に成長していくということで、やりたいなという雰囲気というか、教育宣伝

というか、そういうのが必要じゃないかなと思うのです。 

 ただ、ところがですね、反面、店に入っても食料品以外の物で、自分の希望のす

る物が並んでないのですね、ですからこれらの事を一体どうしたらいいのかを、振

興課の方で色んな町の事を研究しながら、例えばアドバイザーを来てもらって店を

一つ一つ見てもらって、ここの店の飾り方はこうやったらいいのではないかという、

そのような指導を町として、できる人を呼んで援助するとか、そういう必要がある

のではないかと思うのです。 

 買いたくても買えないという所があるので、それらをどうやって、変えていくか

という対策を考えておりましたら、教えて下さい。 

○議長（吉田好宏議長）はい、町長。 

〇町長（西田篤正町長）商店街の若い人達にも、何とかしたいという動きがありま

して、今、商店街活性化特別委員会というのが商工会の中に設けられておりまして、

それぞれ検討して、色々な案があるというお話を、正式ではないですがお聞かせ頂

いておりますので、そういうものが具体的にご提案あれば、行政として支援できる

ものについては支援をしていきたい。そんなふうに思っております。 

 それと、お話の中に私どもやはり、建設業協会の皆さん方にも、地元で工事を受



 

25 

けた場合には地元の商品を使ってくれと、小さな物でも地元の関連するものを使っ

てもらうことによって、皆さん方もやっぱり恩恵を被るのだという、お話もさせて

頂いてますし、その辺はもう少し町民の皆さんにも地元を利用して頂くという事の

商工会としてもやはり、それだけのＰＲ活動といいますか、そういうのも必要でし

ょうし、そういうものを是非広げていきたいと思います。 

 しかしながら、品物が不足だというのを、どういうふうに対策をとるのかという

のは、中々難しい問題だと思いますけども、よく商工会と話し合いをしながら進め

させて頂きたいと思います。ごく最近までは、役場の中に深川からパンを毎週水曜

日、１時間というか１５分くらいの間に相当の量を売り上げて、お帰りになるので

すが、厚生病院に行って事業所何ヶ所か回って、帰るのだそうですけども、そうい

う事もできうれば商店会としてもそういう積極的な取り組みというのが必要だろう。

私どもが、例えば声をかけても何となく地元だから遠慮するわというのは、遠慮ぎ

みがあるというのは残念でありますけども、そういう積極性といいますか、がめつ

さというのも必要なのかなと思っているところであります。 

 色々な分野について、そういうＰＲをしながら進めたい。特に、商店街で例えば

病気の見舞いですとか、御返しなどの場合も、地元の商店をお互いに利用しあって

頂ければと思うのでありますけれども、やはり、大手の札幌・旭川のデパートの包

み紙が使われているということ、時代的にはやむ得ない面もあるのでしょうけども、

そういう面の理解もやはり、商工会の中でもしていって頂ければならないと思って

いるところであります。 

 更に、そういう面について、商工会とも十分に話し合いをしながら、地元の購買

力の向上に少しでも繋がるような、努力をさせて頂きたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、よろしいですか。次、８番。大沼議員。商業振興に

ついて質問して下さい。 

〇８番（大沼恒雄議員）８番。大沼です。今の橋場議員さんの方から、町長に言っ

て頂けたという事で、大変感謝しているところではございます。ただ、今デフレ経

済がまだまだ浸透しているという中で、まだ、平均株価というのは 8,000 今日で、

400 円余りと、一向に景気回復の兆しが見えないという中で、中小零細企業、小売

業、これは労働者はデフレ経済やリストラによって深刻な打撃を受けているという

のが現状でございます。たまたま、息切れ倒産とかいう言葉が出てきています。こ

れは、中身は悪くないのだけれども、結局景気が悪いから品物が売れないから、資

本力の無い商店街がやっていけない。こういった事の中で、出てきているという、

この息切れ倒産という話が出てきています。そんな中で、地方自治においても、地

方交付税の大幅な削減によって、行政サービスをどこまで提供できるのかという心

配な面もありますけども、中小企業零細小売業の自助努力に対して、町が商業振興
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に新たな支援策。今までもとって頂いてますが、その他に、措置をとる必要がない

かという事で、町長の所信をお尋ねしたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）町長。 

〇町長（西田篤正町長）例えば、農業を例にとりますと、農業の場合ですと具体的

にこういう物を建てるとか、こういう物を購入するとか、新たにこういう物に取り

組みたいので支援をしてほしいとか、具体的な要望があるのですけども、商工業の

皆さん方からの具体的な要望というのは中々出てまいりませんので、ですから前々

から山田議員さんの質問にもお答えしてますように、具体的な支援のものの要請が

あれば十分それについては検討させて頂きたいという事を申し上げているのであり

ます。 

 したがって、さっきの答弁と重複しますけども、現在の商店街活性化特別委員会

が、ポイントカード等の計画もされているというお話がありますけども、そういう

ものを通じて、なんとか支援の策をしたい。それと、お話申し上げたのは、商工会

の中で、今私どもがやっている、ふるさとクーポン券が農協と商工会の割合でいき

ますと、非常に農協の比率が 1 点で非常に大きな比重を占めている。なんとか、販

売を取り扱い店を、農協を外してくれという要請をされた商店の方がいらっしゃい

ましたけども、それは地域としてそういう事は中々難しいという話をさせて頂きま

して、むしろ、商工会としてそのクーポン券を商店街で利用したときには、もっと

こういう特典がありますよとか、そういうものを加えることによって、農協で買う

のを商店で買うとか、比率が少しづつでも変わってはこないだろうか、その時に、

例えば、お話申し上げた例は、商工青年がやる夜高ミスあんどんの発表会の時の抽

選会などの時に、商工会を利用してクーポン券を利用した人で、特典の何かがあれ

ば、非常に関心をもって消費者の皆さん方はそれを利用するのではないだろうかと

いうお話もさせて戴きました。 

 それから、これもちょっと不調に終わっているのですが、例えば山田議員さんい

らっしゃって失礼でありますが、私も各地区の色々な会合に呼ばれまして行きます

と、例えば赤飯にしても料理にしても、町外の深川のラベルを貼って、農協さんが

提供しているのがあるのです。そういう場合に、若干の利益が減ったとしても、何

故地元の料飲店組合なり、赤飯を作っている業者の皆さん方が提供できないのだろ

うか。それは、農協が頼まないのか、受ける側が断っているのかというのを地域振

興課に調べろと言ったのですけども、まだ具体的にその報告が上がってきません。

そういうやはり、小さな事ではありますけども、一つ一つの事がお互いに助け合う

精神、さっき橋場議員さんが言われましたように地元を利用するというものに繋が

っていく。そのことが、地元の経済をしっかり守っていく大きな要素になるのかな

と思っております。 
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 それから、ひとつの例ですけども、融雪溝ができて、雪を落としこむために特殊

なものを作って、それぞれ高田さんと三井さんが作り上げてそれを希望者には売っ

ていたようでありますけども、例えばそういうものだって、まだ知らないでいる人

もいるのです。剣先でやっても落ちないで、我慢してやっている人もいる。そうい

うものを、例えば商工会が、こういう製品がここで売ってますよという事を 1 枚、

その地域の人達に流しますと、その人達はその事を知ってそれを購入するだろうと

思うのですけど、どうもその辺の閉塞感といいますか、そういうのがもうちょっと

打破できないのかなという気がします。 

 これは一つの例でありますから、全てがそうだという事ではありませんけども、

そういう所を少しづつ改善していく事が、今言った地域全体での協力姿勢といいま

すか、そういうものに繋がっていくだろうと思いますので、更に４月以降になりま

すけれども、機構改革の中でそういう商工業の振興を携わる部門というのが、どう

あるべきかという事も論議をして議員の皆さん方のご意見を伺いながら、対応させ

て頂きたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい。 

〇８番（大沼恒雄議員）－再－ 今の、国がですね国の財政危機という事の中で、

例えば地方の財政の見直し計画をしています。これが、市町村合併であったり各種

補助金の減額だったりしている訳ですけども、たまたま、先程言ったように、商店

街、中小企業零細企業というものは、もう自助努力を持ってしても息切れしてきて

いるというのが現状なのです。だから、そこには何がいるのと言ったら、結局、実

弾なのです。それは大きな意味で言えば、貸し渋りだとか、貸し剥がしだとか言っ

てることがありますけども、ただ、国は財政が無いよと、それで地方交付税を削減

してますよと、でも地方交付税の特性というものは町長ご存知のとおり、目的は原

則で自治体に任せているという部分がありますよね、そんな中で、地方交付税の削

減という事は、財源保障機能を無くそうと国は一生懸命してる訳ですよね。だから、

そうやってどうするのかというと、国が今、地方自治体にやっている事と、民間の

中小企業が今思っている事というのは、そんなに差は無いのですよ町長。だから、

一生懸命売ろうとしている自助努力と、国は地方自治体が金が無かったら好きにや

んなさいという言い方と、あまり変わりが無いように僕は思うのです。だから、そ

ういった意味では、国も大変、町も大変なんだろうけど、その地方自治にいる商工

業の人達は、もう息ができないでいるような状態になっています。そんな中で、町

が交付税。これはもらう事によって、交付税の話をすれば、あれですけども、税財

源の維持という問題ですか、これは全然謳われていないような気もするし、そうい

った中で、交付税がきちっともらえれば、商業の振興に町が寄与するとか、地域の

～～を活性化するということを目的にできるのではないかと思うのですけども、そ
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れができれば、ある程度の、例えばこの間から言っている、もっと商工業者が借り

やすいお金の財源を町が、政策的にというのか、もって頂けるような事を前向きに

考えられないのかな。 

 たしかに物が売れないと困るのだけれども、商店を維持することについても大変

なのです。そんな中で、ちょっと話がごちゃごちゃになりましたけども、地方交付

税の削減と、地方への税財源委譲についての見解を町長がどう思っているのか、ま

ず１点聞きたいのと、それがうまくできたときに、商業振興に寄与するという事に

対しての考え方をお尋ねしたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、町長。 

〇町長（西田篤正町長）一番問題なのは、地方分権一括法ができて、地方に自主性

を任せますよと言いながら、或いは三位一体の改革なんて言いながら、実際に実態

としては財源が一つも落ちてこないのです。今おっしゃるとおり、そこを解決して

もらわないと、橋場議員のおっしゃるとおり福祉のそういうものは削らないでくれ

という要望も確かに分かりますけども、ようするに金が降りてこないものですから、

どこかを削っていかないと自治体としては成り立たない。これは、家庭と同じだと

思うのです。そういう事をやはり今、私どもは町村会を通じてですね、早く財源の

委譲をしなさいと、とにかく町村合併その事よりも、財源の委譲が先だと言ってい

るのです。仕事は、結構難しい仕事どんどん落としてきているのです煩雑なやつを、

しかも行政改革をやって職員を減らしなさいという指導はある。そして、財源はよ

こさない訳ですから。そうすると、今の介護保険の問題からはじめて、やはり持ち

出すものがどんどん増えてくる。その辺の解消をしなければならないだろうと思う

のです。その運動を私どもはやっていかなければならない。それと、おのずとそう

いうものが保障されて財源が、ある程度の一定の保障があれば独自の施策というの

は、ある程度やれる訳ですから。その中で、今おっしゃった商工業者に対する支援

という事もやれるのだろうと思います。 

 しかしながら、今おっしゃった一時的に資金の遣り繰りをするための資金。これ

も大分検討させたのですけども、中々そういう制度がないのですけども、そういう

ものも、どういう方法でやるのがいいのか、もう少し踏みこんで、おっしゃられる

町単独ででもというお話ですから、その辺を協調銀行ができないとすれば、全くの

単独になりますので、ちょっと検討させて頂いて、実施するとすれば事前に議会と

もよく相談をさせて頂いて、可能があるかないかという検討を大至急させてみたい

と思います。 

○議長（吉田好宏議長）よろしいですか。以上で、町長に対する一般質問を終わり

ます。次に、教育長に対して一般質問を行います。通告順に順次発言を許します。

１３番、絵内議員。婦人部活動について、質問して下さい。 
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〇１３番（絵内勝己議員）１３番、絵内です。今回、婦人部活動についてという事

で、教育長並びに教育委員長にお伺いを致したいと思います。町全体の婦人部の皆

さん方が、非常に元気がないように思われます。と、申し上げますのは、色々と話

を聞く訳でありますけれども、今回は婦人部活動をやっても、この次には休部をし

たいとか、そんな話を聞かされます。また、あっちの婦人部が休部をするのであれ

ば、私達も一緒にその次は休部をしたいというような、連鎖反応的な部分がよく聞

かされる訳であります。婦人部の活動というのは、色々研修をはじめ、町のイベン

トの協力も多くありますけれども、今の状態ですと沼田の婦人部は先細りになりか

ねないと思う訳であります。町として、なんらかの方策を考えるべきと思いますが、

教育長の見解をお伺いしたいと思います。なお、今回幸いにして、女性の教育委員

長さんが出席頂いておりますので、女性は女性の立場としてその辺の見解を詳しく

ご説明頂ければ有り難いと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、教育長。 

〇教育長（篠田繁彦教育長）まず私の方からお答えさせて頂きます。婦人団体の活

動につきましては、これは町全体にとって大変な役割をして頂いておりますので、

なくてはならない団体と思っているところでございまして、教育委員会としまして

は、今後とも組織のあり方について根本的な所から検討してまいりたい、そのよう

に考えております。 

 今、絵内議員さんから話ありましたように、連鎖的な反応が心配される。確かに

そういう事も懸念されますので、今申し上げましたように根本的な所でよく検討し

て参りたいと思っております。 

○議長（吉田好宏議長）はい、高松教育委員長。 

○教育委員長（高松慶子教育委員長）はい、婦人部の活動について、私も婦人部の

婦連協の会長をしばらくしておりましたけども、確かに全道的にも全国的にも、婦

人部の活動というのは先細りして、どんどん絶えていっている所が多いのです。沼

田町はまだ、良い方なのです。沼田町を色々あちこち出て、会議をしたり或いは交

流をしたりしていますけども、やはり町で何を受け持ってどのように活動するかと

いう、その目的があれば女性の皆さん真面目ですから一生懸命やろうとするのです。

それが見えてこないと、何となく力が入らない。 

 例えば、交通安全なら交通安全の目標があります。そうすると、カエルとか何か

作って、窓の所にぶら下げる。それを作るのですけども、それを割り当てると本当

に皆さん一生懸命します。そういうふうに、なにか小さい事でも目標を決めて、町

のために何ができるかという目的をはっきりさせてあげるという事、それを引っ張

っていくという事、これをしっかりやれたら素晴らしいと思います。 

 回答にも何もならないかもしれませんが、そういうことです。 
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○議長（吉田好宏議長）はい、１３番。 

〇１３番（絵内勝己議員）－再－ 女性の存在というのは、私は少なくとも家庭に

おいては、それぞれの奥さんが又、女性が太陽のごとくでないと、その家庭はうま

くないと思うのであります。ということは、女性が光っていないと、その家庭はう

まくいかないと同じだと思うのであります。そういった事を言いますと、やはり町

としましても別に、こういったイベントの為の婦人部ではありませんけども、これ

からの私達こういった歴史ある沼田町のイベントをするにしても、また勉強して頂

くにしても、やはり女性の輝きがなくては、女性の活動なくして沼田町は僕は決し

てあり得ないと思うのであります。 

 この議場の中に、教育委員長さんだけが女性でありますけども、この殿方の全部

の影の力というのは全部女性だと思うのであります。その、女性の力無くして沼田

町は絶対動かせないのだと言っても、僕は決して過言で無いと思うのであります。

そういった意味を考えました時に、それぞれ教育長の奥さんも婦人部の方でのご活

躍はされていると思いますけれども、先程教育長の答弁の中にも、今後そういった

あり方ですとか、また教育委員長の方からも、目的を持ってということなのですが、

具体的な事についてはまだ探索していないのですか、如何でしょう。 

○議長（吉田好宏議長）教育長。 

〇教育長（篠田繁彦教育長）具体的な事につきましては、いくつか考えている訳で

すけど、基本的には婦人団体の自主的な活動を育てるということは一番大切だろう

と思うのです。今、３団体ありますけどもこれが、他の方からしいられるような団

体であってはならない。団体独自の自主的な活動。楽しい活動をしてもらわなけれ

ばならない。そういった事から教育委員会としてはアドバイスをしていくといいま

すか、環境づくりを進めていくといいますか、そのような事に力を入れていきたい

と思っています。 

○議長（吉田好宏議長）はい。 

〇１３番（絵内勝己議員）－再々－ 婦人部の活動におきましては、沼田町の婦人

部というのは、農村関係の婦人部も商工会関係の婦人部の皆さん方色々ある訳であ

りますけども、この関係につきましては、農村関係についても同じであります。ど

この部落といいましょうか、どこの行政の中においても先細りの状況であります。

というのもやはり、今、農業におきましても商工会におきましても、それぞれ厳し

い状況があるから、それぞれ他方面に、例えば水田だったら水田だけで経営してい

る人が非常に少ない訳ですので、もし野菜関係にその家庭で手をつけた場合には、

奥さんの仕事がなくてはどうしてもやっていけないと願うだけに、中々そういった

ひとつの婦人部の活動にあった時に、役員でも当ったら大変だから顔をだせないよ

というものが一般的な論理かと思います。 
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 そうであるならば、そういったひとつの状況というものを、教育長あたり把握し

て頂き、もし、夏の間が大変であるならば、農村の皆さん方を中心に例えば冬期間

だけを何かひとつ勉強する機会だとか、婦人部活動に向けるだとか、そんな方策を

もっていかないと、今の状況ですとまだ、何とかなる状況かと思うのであります。

何でも全てそうでありますが、どうしようもならなくなった状態になってから、さ

あ婦人部をどうしよう、ああしようと言っても、その時はすでに手遅れだと思うの

です。まだ、今の身動きのとれる段階の内に、そういった具体的な方策を取り組む

べきだと思いますけども教育長如何ですか。 

○議長（吉田好宏議長）教育長。 

〇教育長（篠田繁彦教育長）実はですね、こういう色々な問題があったものですか

ら、過日女性協及び各団体の女性協の役員の皆さんに集って頂きまして、実際問題

運営の問題点ですね、具体的に出して頂いて、どう取り組んでいいのか、その辺も

出して頂いております。そういうことを、こちらの方で掌握しておりますので、十

分内容を熟知しまして、配慮しながら対応させて頂きたいと思っております。よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）はい、次２番。野議員、学校給食について質問して下さい。 

〇２番（野 道夫議員）２番。学校給食について、学校給食で、地域産物の活用に

ついてという事で、町長そして教育長に私お伺いしたいと思っております。という

ことは、学校給食につきましては、去年でしたか秩父別町が入りまして、現在４町

で 1,100 人位の小中の子供さんに、給食を配布されていると聞いておりますし、そ

の中で、北竜町から若干のジャガイモを購入をして、子供達に与えているという事

も聞いております。今日、一部事務組合の会議の日程表、北空知学校給食が 3 月の

２５日ですか、これにあって沼田町の議員の中にも二人くらいるのですけども、や

はりこういった事も、これから農業問題が大変なのですから、行政的に畑作だ水田

だと言って補助・助成金をしております。 

 そんな事で、できたら私は農協あたりも真剣に考える。また、商工会も真剣に考

えていただくような事で、何故給食の方に目を向けて頂けないものかなと、教育長

ご存知だと思うのだけれども、おそらく私は教育長、こういった会合でそのような

話をされていないと思います。私は、余り。 

 ですから、私も第 1 回目、教育議会になりました。あの時あまり、なんの事か分

からなかったから、黙っていましたけれども、しばらくたったら分かりまして、こ

れをずっと誰かが言ってくれるのかなと、私の家のすぐ後ろですから、誰か言って

くれるのかなと思ったけど全くその話がない。私は今日、最後の議会でございます

し、ひとつこの問題をはっりと、私町長の方からもちょっとお伺いしたいと思うの

ですけども、町長のお話と、その後ひとつ教育長にお聞きしたいと思います。 
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○議長（吉田好宏議長）教育長から、答弁して下さい。 

〇教育長（篠田繁彦教育長）それでは、先に私の方から答弁させて頂きたいと思い

ます。確か、１２年の１２月にも給食の問題が、野議員さんの方から出たと思うの

です。出たと記憶しているのですけども、おっしゃるとおり、できる限り食の安全

を考えて、地場産の食材を提供することが良いと。確かにそう思います。それでで

すね。実は昨年、秩父別町が加入されましたので、４町新たに４町が加わりました

で、実は実態調査したのです。できるだけ地場産のものを使いたいという事で、各

４町の農協さんに色々このような食材を考えています、給食センターで使いたいの

で、協力をお願いしたいという事で実際お願いして歩いたのです。 

 それでも、中々難しい。定期的に、量を提供することが中々大変だという事のよ

うでございます。ただ、その中で北竜町さんはすでに何年か前から、ジャガイモの

一部ですね、季節的なもので提供して頂いております。それと、季節的なものです

が、黄色いスイカの小玉ですね、これも提供して頂いております。 

 ところが、他の町村では、沼田が黒大豆で作った味噌、これも給食で使わさせて

頂いています。これは１２月ですけど、そういう事で、色々できるだけ食材を地場

産の食材を使いたいという事で、給食組合事務局の方で調査したのですが、残念な

事に色々な取り扱いの問題ですとか、量的な問題で対応しきれないという実態でご

ざいます。 

○議長（吉田好宏議長）２番。 

〇２番（野 道夫議員）－再－ 今、教育長からお話ありましたように、大体食材

というのは年間 4 千万か 4 千万ちょっとくらいですか、そうすると 4 千万ちょっと

の食材、これをある程度４つの町に分けて購入をするという事になると、それだけ

農業部門だって商工部門にしたって私は、いくらか助かるのではないかなという感

じがします。 

 それと、こういったものについては、先ほど教育長、執行方針の中に出ておりま

すけども、やはり子供達にこれから習熟度別指導という事をさっき申し上げており

まして、この中身は言った瞬間ぱっとわかる人少ないだろうと思う俺、ね、私ちょ

っと調べてみたのだけれども、お昼にかえりまして、そしたら色々ありましたけど

も、やはり子供の頃から食の安全性正しい食習慣について考えてもらうためにも、

これも総合学習なのです。それと、農林水産省は本年度から食育事業を開始する。

これ、ご存知ですね。こういったような事が、農林水産省から出ているのですから、

こういった中身については、自治体の判断でやって下さいという事も出ています。 

 そういうことですから、私はこの問題をもう一度真剣に取り上げる。そして 3 月

の２５日に組合の議会あると思いますけれども、北空知学校給食組合ですか、この

中でもできたらひとつ真剣に協議をして頂きたい。そして、４千万から４千５百万
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のもの、できたらお米なんていうのはどうですか、お米も全部給食でやるという訳

にはいきませんか。そうすると、この４千万から４千５百万にプラスお米になりま

すから、そうすると農村のお米も出してくれるし、どうですかこういうものは中々

難しいものですか教育長。ちょっとお聞きします。 

○議長（吉田好宏議長）教育長。 

〇教育長（篠田繁彦教育長）米飯供給は、沼田はしていない訳です。秩父別では独

自にやっています。町の方では、副食を提供ということです。それは長い事、やっ

ている事ですので、ご理解して頂きたいと思います。それから、確かに私達として

は地場産のものを用意したいというのは、山々なのですが、何度も申し上げるよう

ですけども、各農協さんで品物をいついつ何月何日、こういう物を入れて下さいと

お願いをするのですけど、それに対応しきれないというのです。農協の方で、そう

いうことがあって、私の方では個々から買う訳にはいきませんから、色々な精算の

問題ですとか責任の問題がありますので、やはり、ある程度町の農業団体である農

協さん、扱っている所にもお願いをしたという経緯であります。それでも中々難し

いという状況になっております。 

○議長（吉田好宏議長）２番。 

〇２番（野 道夫議員）－再々－ すぐ終わります。私が思うには、直に教育長さ

ん、農協さんとお話しておりますか、私は北竜町、雨竜町、秩父別の農協の方もお

話しましたけども、まだ具体的にそういったお話はされておりません。というお話

を聞きました。ということは、臨時職員の方が行ってやっているかもしれない。だ

けども、やはり行くのだったら教育長自ら行って、農協さんとそういう話をすると

いうことと、それから消費者と生産者との交流。こういったものも、食材によって

こいった協議をする。会議を開く。これもこれから絶対必要ですから、ひとつ教育

長真剣にこういったものを取り入れて、地域生産物の販路というのですか、そうい

ったものに真剣に教育長として取り組んで頂きたいと思っております。 

○議長（吉田好宏議長）教育長。 

〇教育長（篠田繁彦教育長）農協に話をしていないと言いますが、私ここに書類あ

るのですが、１４年の６月３日付けで、北空知学校給食号ということで、給食組合

長名で、各農協に出しております。その内容をきちっと書いております。その答弁

もここに頂いております。その中で、北竜しか出てきていないのです。 

 これは全部農協の直接の担当者の所に行っています。検討されております。そう

いう事です。 

〇２番（野 道夫議員）分かりました。農業委員さんが後ろにおられるので、聞い

ていると思いますので。 

○議長（吉田好宏議長）以上で、教育長に対する一般質問を終わります。これをも
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って、一般質問を終了致します。 

 

（議案の一括審議） 

○議長（吉田好宏議長）ここで、議案の一括審議について、お諮りいたします。こ

の際、日程第９、議案第５号、沼田町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

についてから、日程１９、議案第１８号、北空知衛生施設組合規約の一部を変更す

る規約についてまで条例改正等１１件。 

 日程第２０、議案第２９号。平成１５年度沼田町一般会計予算についてから、日

程第２７、議案第３６号。平成１５年度沼田町水道事業会計予算についてまで、予

算８件を一括して議題に致したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、この際、日程第９、議案

第５号から、日程１９、議案第１８号まで条例改正等１１件。 

 日程第２０、議案第２９号から、日程第２７、議案第３６号まで、予算８件を一

括して議題と致します。 

 お諮り致します。この際、議案の朗読を省略し、議員全員による予算等審査特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査することに致したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、議員全員による予算等審

査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することに決定いたしました。  

 お諮り致します。ただいま設置されました、予算等審査特別委員会の正副委員長

につきましては、委員会条例第８条第２項の規定にかかわらず、議長より指名する

事に致したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、正副委員長につきまして

は、議長から指名することに決しました。それでは、指名致します。 

 予算等審査特別委員会の委員長に、久保 寛君、副委員長に、杉本邦雄君を指名

致します。お諮り致します。只今、指名致しましたとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、予算等審査特別委員会の

正副委員長は、ただいま指名致しましたとおり決定致しました。 

 暫時休憩を致します。 

１４時４５分 休憩 
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１５時０６分 再開 

（一 般 議 案） 

○議長（吉田好宏議長）再会致します。日程第２８、議案第２１号。平成１４年度

沼田町一般会計補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。

財政課長。 

〇財政課長（辻山典哉課長）議案第２１号 平成１４年度沼田町一般会計補正予算に

ついて。平成１４年度沼田町一般会計補正予算を別冊のとおり提出する。平成１５

年３月７日提出。沼田町長名でございます。別冊の補正予算第７号の１頁をお開き

を願いたいと思います。 

（以下、補正予算第７号説明） 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。１０番。 

〇１０番（山木一男議員）１０番。６頁でありますけども、和風園の改築の中で、

現在これを見ると約６千万近い減額になっている。これについては、業者の皆さん

のご苦労もあると思うのですが、この減額によって設計費そのものが相当変わるの

ですか。 

○議長（吉田好宏議長）建設課長。 

〇建設課長（野々宮 宏課長）この減額につきましては、設計費に影響ない減額で

ございます。設計費は、一旦～～～を受けとってございますので、その後の発注以

降の減額でございますので、設計費に影響を及ぼさないという事でございます。 

○議長（吉田好宏議長）ほかに。はい、７番。 

〇７番（橋場 守議員）２９頁の児童福祉費なのですが、1,100 万円も、たいした

予算じゃあないのかもしれないけれど、これはこのように児童が減っていったら、

将来たとえば保母さんの縮小だとか、そういう事に繋がっていくのではないかと思

うのだけれども、将来の見通しはどのようになるのでしょうか。 

○議長（吉田好宏議長）はい、課長。 

〇健康福祉課長（中村幸雄課長）この保育料の運営委託料の減の関係ですが、当初

見込みでは 60 人定員ということで、それだけの必要な予算を計上させて頂きました。

現在、45 名ほどの方が入所されているのですが、ご質問のとおり、当初は 60 人が

入るという事での先生の配置をしておりますが、当初から若干この数字については

満度に見込めないという形で、運営の方でも十二分にその辺は精査されております。 

 今現在は、なんとか今の先生方で運営をさせて頂いている状況です。 

○議長（吉田好宏議長）よろしいですか。はい、次ございませんか。 

（「なし」の声あり） 



 

36 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論には

いります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２１号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第２９、議案第２２号 平成１４年度沼田町養護老人ホ

ーム特別会計補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。和

風園園長。 

〇和風園長（半田昭雄園長）議案第２２号 平成１４年度沼田町養護老人ホーム特別

会計補正予算について。平成１４年度沼田町養護老人ホーム特別会計補正予算を別

冊のとおり提出する。 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

〔以下、補正予算第３号内容説明〕 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２２号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第３０、議案第２３号 平成１４年度沼田町特別養護老

人ホーム特別会計補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。

旭寿園園長。 

〇旭寿園長（野原耕次園長）議案第２３号 平成１４年度沼田町特別養護老人ホーム
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特別会計補正予算について。平成１４年度沼田町特別養護老人ホーム特別会計補正

予算を別冊のとおり提出する。 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

〔以下、別冊補正予算第３号内容説明〕 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２３号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第３１、議案第２４号 平成１４年度沼田町国民健康保

険特別会計補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。住民

生活課長。 

〇住民生活課長（辻 広治課長）議案第２４号 平成１４年度沼田町国民健康保険特

別会計補正予算について。平成１４年度沼田町国民健康保険特別会計補正予算を別

冊のとおり提出する。 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

〔以下、補正予算第２号内容説明〕 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２４号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第３２、議案第２５号 平成１４年度沼田町介護保険特

別会計補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。健康福祉

課長。 

〇健康福祉課長（中村幸雄課長）議案第２５号 平成１４年度沼田町介護保険特別会

計補正予算について。平成１４年度沼田町介護保険特別会計補正予算を別冊のとお

り提出する。 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

〔以下、補正予算第３号内容説明〕 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２５号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。ここで、10 分ほど暫時休憩を致します。 

16 時 15 分 休憩 

 

16 時 28 分 再開 

○議長（吉田好宏議長）再開を致します。日程第３３、議案第２６号 平成１４年度

沼田町老人保健特別会計補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求

めます。住民生活課長。 

〇住民生活課長（辻 広治課長）議案第２６号 平成１４年度沼田町老人保健特別会

計補正予算について。平成１４年度沼田町老人保険特別会計補正予算を別冊のとお

り提出する。 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

〔以下、補正予算第３号内容説明〕 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま
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せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２６号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第３４、議案第２７号 平成１４年度沼田町公共下水道

特別会計補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。建設課

長。 

〇建設課長（野々宮 宏課長）議案第２７号 平成１４年度沼田町公共下水道特別会

計補正予算について。平成１４年度沼田町公共下水道特別会計補正予算を別冊のと

おり提出する。 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

〔以下、補正予算第３号内容説明〕 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２７号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第３５、議案第２８号 平成１４年度沼田町水道事業会

計補正予算についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。建設課長。 
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〇建設課長（野々宮 宏課長）議案第２８号 平成１４年度沼田町水道事業会計補正

予算について。平成１４年度沼田町水道事業会計補正予算を別冊のとおり提出する。 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

〔以下、補正予算第４号内容説明〕 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２８号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

（延会宣言） 

○議長（吉田好宏議長）お諮り致します。本日の会議は、これで延会したいと思い

ます。これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会する

ことに決しました。大変、ご苦労様でした。 

１６時４６分 延会 
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